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事務連絡「旅行業者と貸切バス事業者との手数料等の取引について（注意喚起）」 

（令和６年６月２８日付け）への対応について 

 

 標記の件、令和６年６月２８日付け事務連絡「旅行業者と貸切バス事業者との手数料等の取引について

（注意喚起）」（以下「事務連絡」という）に記載の通り、今般、運送を引受けた貸切バス事業者が、

運送の引受けに際して取引される手数料により、貸切バス事業者が安全を確保するための経費（以下

「安全コスト」という）を割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、道路運送法第１０条

違反で行政処分を受け、当該貸切バス事業者と取引を行った旅行業者に対しては、平成３１年４月

１日付け観参第６号の３「旅行業者と貸切バス事業者との手数料等の取引に関する旅行業法の取扱い

について」の通達に基づき、旅行業法第１８条の３第１項第６号の規定による業務改善命令が発出

されました 

 本件については、貸切バス事業者各社の「安全コスト」の金額・水準がいくらなのかが公表されて

おらず、かつ、貸切バス事業者各社によってその金額・水準が異なることから、「事務連絡」にも

ある通り、貸切バス事業者から書面を受領して確認するなど、適切な確認行為を事業者毎に確実に

実施する必要があります 

 つきましては、今後の貸切バスの運送申込について、下記対応の励行をよろしくお願いいたします 

 

１．「安全コスト」を割り込んでいないかの確認 

  運送申込時、「運送申込書／運送引受書・乗車券」に別紙書面の例１、例２、または適切な

確認方法で、当該契約における手数料等を差し引いた後の旅行会社への請求金額が「安全

コスト」を割り込んでいない旨の確認を貸切バス事業者へ依頼し、両者で確認を行って下さい 

２．手数料等に関する契約の締結 

  貸切バス事業者が運送の引受けに際して支払う手数料等に対しては、その金額、率の多寡に

かかわらず必ず貸切バス事業者と旅行会社での契約を締結することとし、両者が対等な立場で

合意した契約書面等の記録を保管して下さい 

３．「安全コスト」の確認時及び手数料等の契約時の対応 

  「安全コスト」の確認及び手数料等の契約締結時における、事実と異なる内容の書面の提出や

契約の締結を強要することが無いよう留意して下さい 

 

なお、本件に関する貸切バス事業者への確認依頼に対して、応じていただけない事案が発生した 

場合は、「事務連絡」及び付随する別添書面、参考書面を提示するなどして、確認が必要である旨を

丁寧に説明し、協力をお願いして下さい 

以上 



  別紙 

 

 

例１または例２の場所に、「運送引受者は、本書における合計請求金額から手数料等を差し引いた金額が安全を確保するための経費を割り込ん

でいないことを確認済みです」と記載して運送引受者に確認を依頼（または記載していただくよう依頼）したうえで、確認された旨の記載がある

「運送申込書／運送引受書・乗車券」を両社で保管するようにして下さい 

例１ 

例2 


